
認定こども園の設置促進に
向けた制度説明会

宮城県保健福祉部子育て社会推進室

資料１

令和２年１０月２３日（金）



待機児童数等の推移（保育所等を取り巻く背景）
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宮城県の待機児童数等の推移（仙台市を除く）
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認定こども園となることのメリット
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認定こども園に在籍する子ども

認定区分 認定の条件 保育時間 利用施設

１号認定 満３歳以上で，２号認
定以外の子ども

教育標準時間 幼稚園（新制度園）
認定こども園

２号認定 満３歳以上で保育の必
要性がある子ども

保育標準時間，
保育短時間

保育園，認定こども園

３号認定 満３歳未満で保育の必
要性のある子ども

保育標準時間，
保育短時間

保育園，認定こども園，
小規模保育施設等

● 子どものための教育・保育給付（従来の認定区分）

認定区分 認定の条件 保育時間 利用施設

新１号認定 満３歳以上で，新２号新
３号認定以外の子ども

認定なし 幼稚園（私学助成園）

新２号認定 満３歳以上の学年で保育
の必要性がある子ども

認定なし 幼稚園，認定こども園，
小規模保育施設等，
認可外保育施設等新３号認定 満３歳未満の学年で保育

の必要性があり住民税非
課税の子ども

認定なし

● 子育てのための施設等利用給付（無償化により新設）
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令和２年４月１日現在の宮城県の認定こども園数：７７

認定こども園数（平成３１年４月１日現在）

・
・
・
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認定こども４類型の比較
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認定こども園の認可・認定基準

● 基本的な考え方

・ 幼稚園又は保育所の高い（厳しい）基準

・ 設備に関しては既存施設（幼稚園，保育所）からの移行の場合は

特例で従前の基準で可となる。

詳細は資料１－１のとおり

（３号認定こどもの定員を設定する場合，給食室は必要）
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保育士資格，幼稚園免許

幼保連携型認定こども園

特例でいずれかの資格のみで可（令和６年度末まで）

幼稚園型認定こども園

３歳未満 保育士

３歳以上 ・ 両方が望ましいが，いずれかでも可
・ ただし学級担任は幼稚園免許が必須
・ 保育に従事する場合は保育士資格が必要
・ ただし保育士資格取得の努力をしていれば可

保育所型認定こども園

３歳未満 保育士

３歳以上 ・ 両方が望ましいが，いずれかでも可
・ ただし学級担任は幼稚園免許が必要
・ ただし幼稚園免許取得の努力をしていれば可

・ 保育に従事する場合は保育士資格が必要
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さらに５年間延長（令和6年度末まで）
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県の認定こども園監査

● 幼保連携型認定こども園

● 保育所型認定こども園

● 幼稚園型認定こども園

児童処遇については保育所とほぼ同様の監査を実施

会計監査（保育所）は県では実施しない

（運営費については委託費から施設型給付費に変わり，

処遇等改善加算以外の使途制限がなくなるため）

※ 法人監査についてはこれまでどおり実施されます。

現在の幼稚園と同様の監査を実施
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認定こども園に移行のスケジュール

時期 申請者 県

～10月 ・認可（認定）申請前の準備
・認可（認定）申請書仮提出 仮提出期限（１０月１日）

～１２月 ・認可（認定）申請書の
追加・修正

・認可（認定）申請書の確認
・認定こども園審議会

～２月 ・認可（認定）申請書本提出 申請書本提出期限（２月１５日）

～３月 ・認可（認定）申請書の補正 ・認可申請書の審査
・現地調査
・認可

既存園からの幼保連携型認定こども園に移行の場合は廃止の手続きが必要となります。

私立幼稚園からの移行の場合は県私学・公益法人課に一度ご相談ください。 14



法人が行うべきこと（１）

・ 開所年度（原則各年度の４月１日となります）

・ 認可定員

・ 認定区分（１，２，３号）ごとの利用定員

・ 施設整備改修の必要性の有無（補助金の使用の有無）

・ 幼保連携型か保育所型・幼稚園型か

各市町村においては市町村財政，待機児童数，今後の定員計画（市町村計画におけ

る量の見込み及び確保方策との整合性）等を踏まえ各園の意向に沿うことが出来る

か判断してください。

１号定員設定にあたって，２号定員を減らす場合，待機児童が増えることがないよ

うによく検討してください。

定員設定にあたっては児童全員が次の学年に上がれるようにしてください。

（３号は基本的には全員が２号になれるように注意）

● 市町村への相談（県に相談・申請する前に）
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法人が行うべきこと（２）

・ 認定こども園の設備基準を満たすかの確認

・ 施設改修が必要か，必要な場合は改修計画，費用

（補助金を活用したい場合は開所の約１年半前には

市町村に相談する必要があります。）

・ 定員を設定した際の収益試算（内閣府HP試算シート活用）

・ 保育教諭の配置（数）

・ 職員への説明

● 法人・園での検討（市町村への相談と並行して）
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法人が行うべきこと

確認すべきもの（設備基準等の法令）

● 幼保連携型認定こども園

・「宮城県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

施行条例（通称：認定こども園条例）」主に別表第２

・「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」（内閣府）

● 幼稚園型・保育所型認定こども園

・「認定こども園条例」主に別表第１

・「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び

第四項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び

運営に関する基準」（内閣府）

●共通

・宮城県HP（子育て社会推進室 > 認定こども園インフォメーション

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/ninteikodomoen.html

・内閣府HP（子ども・子育て本部 > 子ども・子育て支援新制度）

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html
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法人が行うべきこと（３）

・ 認定こども園設置意向の連絡

・ 市町村と合意したこと

・ 設置にあたって心配，懸念していること

法人が行うべきこと（１），（２）がどのくらい検討されているか教えてください。

● 県への連絡（市町村と相談後）
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法人が行うべきこと（４）

認定こども園の認可書類は県HPに掲載しています。認可書類一式を作成

し，ファイルに綴り，インデックスをつけ，１０月１日までに県宛て仮提

出をお願いします。保育教諭の新規採用，来年度の人事体制など決まって

いない点については仮名（Aさん，Bさん）の記載でかまいません。

● 認可書類の作成

移行の場合は，本申請前に施設に在籍している子どもの保護者に対して，

認可を受けた後の教育・保育内容，利用者の選定，利用料金，契約等につい

て十分に説明し，理解を得るよう努める必要があります。

申請に際して，保護者に対する説明の会議録を作成し，複数名の保護者代

表より「説明会の内容に異議がないこと，また認定こども園への移行に異議

がないこと」の署名を受け提出していただく必要があります。

● 保護者への説明

次年度認定こども園となることを前提に，県への認可申請手続き中として

１号認定子どもの募集が可能。（県へ連絡済が条件）

● １号認定子どもの募集
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よくある質問

認定こども園においては地域における子育て家庭の保護者に対する支援

（子育て支援事業）を実施することが必要です。保育所保育指針において

も「支援を積極的に行うよう努めること」とされていますが，認定こども

園設立にあたっては資料１－２を参考に，園で実施する事業を検討してく

ださい。

● 子育て支援事業とは

１号認定子どもの預かり保育（教育標準時間前後の保育）については，補

助事業である一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）で実施する園と独自で実施する

園があります。詳細は資料１－３を御確認のうえ，市町村とも相談のうえ，

どちらが自園にとって適当かご検討ください。

● １号認定子どもの預かり保育について

その他細かいところは，各市町村，県に確認してください。

また認定こども園移行支援アドバイザー派遣事業をご活用ください。 20

補助金については資料１－４を参考にしてください。

● 施設整備，移行支援関連事業補助金について


